
随意契約の状況 
担 当 課 ： 財務課 

契 約 日 ： 令和元年5月9日 

件名 契約の概要 契約期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

八雲町固定資産

税標準宅地（熊石

地域）鑑定評価業

務 

令和3年度の固定資産

(土地)の評価替におい

て活用する標準宅地の

不動産鑑定を実施 

令和元年5月9日 

～ 

令和2年3月24日 

森元不動産鑑定

事務所 

森元 浩 

函館市若松町2番

5号 

1,841,400  

(1,674,000) 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

 標準宅地の鑑定評価において、地勢、土地利用の変遷等、八雲町（熊石地域）の実態に精通してい

る鑑定士に依頼することが最も適当であると判断するため、地方自治法施行令第 167条の 2第 2項及

び八雲町財務規則第 140条第 2項第 1号の規定により上記業者より見積書を徴した結果、予定価格の

範囲内であったため、随意契約を行ったものである。 

 


